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第１４回 議会運営委員会記録 

 

１ 日  時  令和２年１０月２１日(水)  午前９時００分 開会 

２ 場  所  議会委員会室 

３ 出席委員  ８名 

委 員 長  佐 藤 栄 一   委 員  霜 鳥 榮 之 

副 委 員 長  髙 田 保 則   〃  天 野 京 子 

委 員  渡 部 道 宏   〃  阿 部 幸 夫 

〃  八 木 清 美   〃  小 嶋 正 彰 

４ 欠席委員  ０名  

５ 欠  員  ０名  

６ 職務出席者 ２名 

議 長  関 根 正 明  副 議 長  堀 川 義 徳 

７ 説 明 員  ０名 

８ 事務局員  ３名  

事 務 局 長  築 田 和 志  主 査  霜 鳥 一 貴 

庶 務 係 長  堀 川   誠    

９ 件  名 

1) 決議の取り扱いについて 

2) 全員協議会報告事項 

3) その他 

                                                     

○委員長（佐藤栄一） おはようございます。ただいまから議会運営委員会を開会します。関根議長。 

○議長（関根正明） はい。新潟県は、県立妙高病院の運営に対して、県の財政負担が大きいという理由から、当市へ

の移譲や、一部事務組合を新設した運営方法などの案を本年８月 20 日に提案してきました。案文に記載のとおり、

この地域には、なくてはならない施設であります。本日、本会議で議員発議にて、県立妙高病院の存続要望の決議

をお願いしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

                                                     

1) 決議の取り扱いについて 

○委員長（佐藤栄一） １）議決の取扱いについて、①県立妙高病院の存続を求める決議について、及び②日程等につ

いてを一括説明願います。局長。 

○事務局長（築田和志） それではただいま、お話にありました、県立妙高病院の存続を求める決議について御説明さ

せていただきます。このたびの決議の提出につきましては、議長提案として、決議案を示させていただきました。

既に、皆様の御手元に配布済みの決議案をごらんください。まず、案文を朗読させていただきます。案文です。県

立妙高病院の存続を求める決議。令和元年 11 月 15 日、県立の病院経営委員会が、「県立病院の役割、あり方に関す

る提言」を新潟県に提出したことを受け、県は 11 月 29 日に「新潟県病院事業の経営改善に関する緊急的な取組」
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を策定した。これを受け、県立妙高病院については、県の財政負担が大きいという理由から、当市への移譲や、一

部事務組合を新設して運営するなどの案が、令和２年８月 20 日に県病院局から妙高市に対して提案された。県立妙

高病院は、豪雪地帯である地域医療と住民福祉の向上のため、公的医療機関でなければ対応することが困難であり、

多くの不採算部門の医療を担うなど社会的使命を果たしていると同時に、四季を通じた観光地として登山や温泉、

スキーなどの短期間の観光客だけでなく、学生・生徒による長期スポーツ合宿や修学旅行など、多くの来訪者の安

全・安心を担保してきたところである。さらに全国規模の各種スキー大会の誘致・開催は、県立妙高病院の存在が

大きく貢献していることも事実である。県立妙高病院に関する県の提案は、患者や地域の住民、医療現場、地方自

治体の声を置き去りにしていると言わざるを得ない。全国的に人口減少や超高齢社会が進み、地域医療を取り巻く

環境が厳しくなる中、将来にわたり県民が安心できる持続可能な医療を実現するためにも、地域の実情を十分に踏

まえた対応を検討していくことが本県にとって必要なことである。ついては、地域医療を守るため、県立妙高病院

の県立病院としての存続と診療科目の維持及び医療従事者の確保について強く要望するものである。以上、決議す

る。令和２年 10 月 21 日、妙高市議会。発議者につきましては、この後お決めいただきます。それから、次に、②

の日程でございますが、本日の本会議で、日程第４の各会計の補正予算案を御審議いただくということになってお

りますが、日程第４の補正予算案の流れでございますが、前回の補正の内容と同じくですね、流れとしましては、

議案第 72 号から 73、74 ということで議案第 74 号までの３件を一括して市長が提案説明を行います。そのあと、議

案第 72 号の項目ごとに詳細説明を行います。これは補正予算の内容が一般会計の場合は数が多いということで、ま

た１件ずつ所管課が説明をしながら、その都度質疑をしていくという内容でございます。説明後、項目ごとの質疑、

そして、議案第 73号 74 号の質疑を続けて行って、議案第 72 号から 74 号の討論、そして、これは議案ごとに起立

採決という流れになろうかと思います。そして、そのあとに、その採決後に、日程第５ということで、ただいまの

決議を上程させていただくという流れでございます。こちらにつきましては、提案説明、質疑、討論、採決の順番

となります。こちらは即決となりますので、採決は、起立採決ということになります。以上でございます。 

○委員長（佐藤栄一） ただいまの説明について何かございますか。 

〔特段応える者なし〕 

○委員長（佐藤栄一） お諮りします。決議については、説明のとおりの、説明の案のとおりとすることに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐藤栄一） 御異議なしと認め、このように決定しました。なお、来週の 27日火曜日に、市長、議長、妙高

病院後援会長、妙高高原地域区長連絡協議会長の４名で要望書を提出する予定ですが、その要望書に決議文を添付

して提出したいと考えております。次に、提案者、賛同者について、いかがしますか。霜鳥委員。 

○霜鳥委員（霜鳥榮之） はい。委員会で審議をして、全員一致っていうことになれば、議運の委員長で提案して、あ

と、賛同者は委員全員っていう形でいいんではないかと思います。 

○委員長（佐藤栄一） はい。ただいま霜鳥委員より、提案者は議会運営委員長佐藤。賛同者は議会運営委員長以外の

議会運営委員全員ということでいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐藤栄一） それでは御異議なしと認めます。それでは、提案者は佐藤が行います。よろしくお願いします。

次に、日程等についてお諮りします。説明のとおり、本日、日程第５として上程から採決を行うことで御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（佐藤栄一） 御異議なしと認めます。それでは、この結果をこの後の全員協議会に報告していきたいと思っ

ております。 

                                                     

2) 全員協議会報告事項 

○事務局長（築田和志） それでは２）の全員協議会報告事項について御説明させていただきます。私のほうから３点

ほど御報告いたします。１点目につきましては、令和２年第７回妙高市議会臨時会の運営について、会期と議事日

程につきまして今ほど決定いただきました決議を含めて、御説明していただきます。２点目は、３）その他という

ことで、広報広聴委員長から委員会での決定事項について御報告いただく予定でございます。それから、３点目で

ございますが、同じくその他ということで、来年度、令和３年度の議会費の予算に関わるアンケート調査というこ

とでお願いする予定でございます。内容につきましては、来年度、タブレットの購入ですとか、あるいはそれに伴

って５階のにおけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備にかかるものですが、議員の皆様方の御意見をちょうだいさせていただ

きまして、その上で来年度予算に反映させていきたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（佐藤栄一） ただいまの件について何かございますか。 

〔特段応える者なし〕 

○委員長（佐藤栄一） ないようでしたら、そのように御承知おきください。 

                                                     

3) その他 

○委員長（佐藤栄一） なにかある。その他、ある。 

○髙田委員（髙田保則） その他、はい。 

○委員長（佐藤栄一） 髙田委員 

○髙田委員（髙田保則 ）はい、大変突然なんですけども、実はきょう、県立妙高病院の存続に関する決議ということ

で採択される予定ですが、ちょっと一部の皆さん、それから市民の皆さんから、正直、また決議やってそれだけな

んかねというような御意見もちょっとお聞きしました。そういえば、決議して、あと何もしないのかねというのも

また、議会としてもちょっと考えなくちゃいけんなということで、今後決議、ちょっと順序が逆っちゅう面もある

かもしれませんけども、存続の決議した後に、何か、議会として行動を起こさなければいけないんじゃないかなと

いうなことをちょっと考えまして、きょう皆さんの御意見等をきいて、もし、行動が起こせれば幸いだというふう

に一つ提案をさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（佐藤栄一） はい。この件について御意見ございますか。小嶋委員。 

○小嶋委員（小嶋正彰） はい。私も大事なことだろうなと思います。県の提案、市町村に移管するというようなこと

はですね、全国的に見ても、再建団体に転落する市町村は多くなっているわけですけれども、三セクの失敗もあります

けれども、病院経営の負担が非常に重たくなって、赤字に転落するという事例が非常に多いと思ってます。そういった

ことから私は市町村に移管するというのは、県の非常に安易な提案じゃないかなというふうに思ってます。そういった

ものをですね、はね返した分も、なぜかといえば、この決議に書いてあるとおりなんですけども、やはり、今、署名と

いう提案もありましたけれども、議会として、意見交換会に、こういうことをテーマとして取上げてですね、広く市民

の意見を取り上げ、次の行動に移っていく。そういうことも大事ではないかなというふうに思います。私はぜひですね、

今回コロナで意見交換会等なくなりましたけれども、具体的なテーマを取り上げてですね、意見交換会等をやってはど

うかなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（佐藤栄一） はい。ほかにございますか。阿部委員。 
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○阿部委員（阿部幸夫） はい。私もこれまでですね、議会の中においても、一般質問の中で、多くの議員の皆さん方

からも、病院問題について質問意見が多く出されてます。それだけ県立妙高病院の運営についてですね、市民初め

議員の皆さんも関心を持ってるところでありますので、ぜひともですね、何らかの行動し、それを一つのですね、

県立病院存続に向けたですね、または病院の医師確保という観点からも非常に大事なことではないかと。こんなふ

うに思いますので、行動していくということが大事だというふうに思います。私も署名活動なり、市民の意見を聞

く、そういう場をですね、早急に設けながら、県全体の取組、一つのインパクトを与えていくということにできれ

ばというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（佐藤栄一） 霜鳥委員。 

○霜鳥委員（霜鳥榮之） はい。この問題については、当局の動きそのもの、この署名運動もそうなんですが。情報が

ですね、私たち議会にきちんと伝わってないという、こういう問題があると思うんです。署名運動についてはね、

いついつから署名やりますよとか、こういう形でやりますよとかっていうのは、私たち全然知らない中で、進めら

れてきているということでね。先月の 24 日の日に、皆さんのところに署名っていうかね、こういうことをやります

っていう会議を妙高高原でやってるんですよね。そこには議長も出ていて、最終日の 25日に、議長が署名用紙を提

示して、我々議員全員が恐らく署名したというふうに思うんです。こういうこともね、地域住民とか病院とかって

いう形でそっちで勝手にやってればっていう、そういうスタンスなのかなっていうふうに私とらえるんですよね。

今、両委員から発言があったように、この妙高病院、県立妙高病院の位置づけというのは、そんな安易なもんじゃ

ないという現地のね、病院関係っていうそういう位置づけだけじゃなくて、市の財政運営についても大きく影響す

る問題でもあるし、そういうものを踏まえた中で、もっときちんと情報って、私も議会の中でも、ちゃんと情報は

きちんと伝えなさいよと。こういうことを訴えてきているわけなんですけども、それがなくて、こういう活動にな

ってるという状況なんですね。現在実際に署名活動やってるのは、妙高高原地域、妙高病院の後援会、それから地

元企業というような形なんですよ、呼びかけが。そのほかに、庁舎の窓口、ここに署名用紙あるんですけども、本

庁の窓口にもね、署名用紙を置いてあるんですけど、皆さんごらんになってるかどうか知りませんけどね。こうい

う状況なんですよ。だからその捉え方の問題でもって私は、大きな課題があるなというふうに思っているところで

す。議長にちょっとお聞きしたんだけども、24 日の日の地元の役員会っていうか総会っていうか、そこ行った経緯

っていうのは何か聞いてますか。 

○委員長（佐藤栄一） 関根議長。 

○議長（関根正明） 24 日のそれは、妙高高原の区長連絡協議会だと思いますけど、その場には私は出席しておりませ

ん。そのあと決まったことをお聞きして、皆さんに署名をお願いしたっていう。それも一応、議員の署名もあって

もいいのかということを確認した上で、署名していただいた経緯であります。取りあえず、先ほど、霜鳥委員のほ

うから話があったように、区長協議会と後援会と、そういうもろもろの協議会等で集めるという話を次の日かその

次の日に聞いている状況だけです。 

○委員長（佐藤栄一） 霜鳥委員。 

○霜鳥委員（霜鳥榮之） はい。そういう状況なんですね、当局は。取りあえず妙高高原、病院の現地、妙高高原で署

名を始めるという、こういうスタンスだったんですよ。こんなんでできるかと。先のね、９月の県議会においても、

とにかくここは病院局長の答弁の中ではね、経営委員会の中で、県立病院の役割に絞って県費を導入していくべき

だ。本来県が賄わなくてもやれるところについては別のところに任せればいいとの指摘を受けていると、経営委員

会からね、病院局長がそういうふうに受けていると。経営委員会っていうのは、第三者機関になっていて、いわゆ

る経営を中心に議論して、そういうことを提案してると。それに対して、金がかかるからっていうことで、病院局
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長は、それをそれに対する理由っていいますかね、言い訳がだんだん困難になってきているという様な状況なんで

すよ。それが８月 20 日の日に、次長が当市に来て、懇談をやった中身と全く一緒なんですね。だからこういう事態

であるにも関わらず、この程度の運動で収めようとしている当局の姿勢も私は危機意識を持ってないんじゃないか

というふうに思ってます。そんなことで、議会としてはやっぱりきちんとした対応をしながら、当局にも、そうい

うことをね、きちんと、訴えていくというのが必要じゃないかというふうに思っているところです。したがってそ

ういう点で見たときに、議会として今後どういう運動を展開していくのか。本来ならば、もっと早い時期から、県

立妙高病院を守る会みたいな形のものをつくりつつ、全市をあげて、これは市民だけじゃなくて、当局含めた形で

全市を挙げて運動していかなかったら、対県との対応はそんな甘いもんじゃないというふうに私は考えているとこ

ろです。その辺のところを皆さんからも御理解いただければ、そういう運動展開も可能ではないかというふうに思

っているところです。以上です。 

○委員長（佐藤栄一） ほかに御意見ございますか。八木委員。 

○八木委員（八木清美） はい。今ほどの決議文も案もお聞きしましたし、それぞれの議員の話もお聞きしましたが、

なかなか今までの経緯がわかってなかったっていうのは、個人的に非常に恥ずかしい状態であります。今こそ、議

員全員がですね一致団結して取り組まなきゃいけない、大事な問題であると考えております。皆さんの協力をよろ

しくお願いしたいところだと思っております。以上です。 

○委員長（佐藤栄一） はい。天野委員。 

○天野委員（天野京子） はい。たまたま２日前、妙高高原に行きましたら、自分のおばあちゃんが中央病院で手術を

して妙高病院にまた戻ってきて具合が悪くなって、また中央病院行って、でも近いからやっぱり妙高病院に早く戻

ってきておばあちゃんの顔見たいような話があって、そのときに私も署名をしましたという方に、ちょうど出会い

ました。なかなかこの新井地域にいるとですね、けいなん病院があるので関心がどうしても、うすくなりがちだっ

ていうところが、まず問題だなあと思うんです。それと、ただ、経済的に厳しいので何とかしてほしい。それは、

ばかにならんと、存続はしたいんだっていうだけでいいのかなと。実際に維持していくには、私たちも存続のため

に、どういうことしたらいいかっていうところも考えて、持続可能であるならばしっかりと取り組んだほうがいい

と思いますし、そこもちょっと考えたほうがいいかなと思いました。以上です。やることはいいことだと思ってま

す。 

○委員長（佐藤栄一） いろいろ御意見が出ました。この件につきましては、時間的に今、議論をしてる時間が余りな

いんですが、取りあえずできることは、今までの委員の皆さんから見てみますと署名活動ができるということがす

ぐできるんではないかなと思うところです。あと、議会報告会それから意見交換会へのテーマとしては、今年度は

この報告会等は流れてますので、今後やるときのテーマとしてまた、広報広聴委員会のほうで検討していただくと

いうことで、したいと思います。また、執行部のほうにも情報開示についても、議長を通して要請をしていくとい

う形で、取りあえずはまとめさせていただきまして、今後全体的にどう取り組むかにつきましては、改めて、議運

なり、建設厚生委員会等で議論していただいて進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐藤栄一） はい、ではそのように進めさせていただきたいと思います。１点一つとばしておりまして、忘

れてましたが、決議文につきましては、来月２日にも、県知事のほうに要望に行きますので、その際も添付してい

くということでございます。その他、ほかにございませんか。局長。 

○事務局長（築田和志） はい。申し訳ございません。その他のその他ということで、ここで皆様方に御協議いただき

たい点が１点ございます。12月定例会が予定ということで日程が組まれてきておりますが、12 月定例会に伴う議会
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運営委員会の日程につきまして、この場でお決めいただきたいと思います。11 月の 20 日の金曜日が、広報の最終

締切りとなっておりますので、少なくともその前日あるいは前々日、18 日の水曜日または 19 日の木曜日付近に、

開催ができれば幸いと考えておりますが皆様方の予定、御確認をお願いしたいと思います。 

○委員長（佐藤栄一） はい。暫時休憩します。 

休憩  午前９時２４分 

再開  午前９時２４分 

○委員長（佐藤栄一） 今ほどちょっと提案がありましたが、11 月 19 日、木曜日 10 時より開催とすることで御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐藤栄一） はい、そのように決定させていただきました。 

                                                      

○委員長（佐藤栄一） 以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

閉会  午前１０時１３分 

 

 

 

 

議 会 運 営 委 員 会 委 員 長 


